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特記仕様書
第２章　業務細部に関する事項
２－３　路線測量

縦断測量及び横断測量を実施するために「中心線測量」が必要と考え
ています。「路線測量　中心線測量」は、設計変更の対象となります
か。

過年度の中心線測量成果を使用するため、別途中心線測量は不要と考
えておりますが、過年度成果に疑義がある場合は協議の対象となりま
す。

上信越自動車道　長野管内休憩施設測量業務


